
別記１ 

成果品の著作権等に関する特記事項 

 

注） 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者をいう。 

 

（著作権の帰属等） 

第１条 成果品等のうち新規に発生した著作物の著作権（著作権法第２１条か

ら第２８条までに規定する権利で、同法２７条及び２８条に規定する権利を

含む。以下「著作権」という。）及び成果品のうち甲又は乙が委託業務の従前

から著作権を有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権は、

成果品等の引き渡しをもって甲に譲渡されるものとする。 

２ 前項の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が乙以外の第三者に

帰属している場合は、乙は成果品等の引き渡し時点までに当該著作権を取得

したうえ、甲に譲渡するものとする。 

３ 成果品等のうち、第１項の規定の対象外で著作権が乙に留保されている著

作物については、甲が成果品等を自ら利用するために必要な範囲において甲

及び甲が指定する者が自由に利用（著作権法に基づく複製、翻案等を行うこと

をいい、以下同じ。）できるものとする。 

４ 成果品等のうち、第１項の規定の対象外で著作権が第三者に帰属している

著作物については、乙は、甲が成果品を利用するために必要な範囲において甲

及び甲が指定する者が利用することについて当該第三者の許諾を得るものと

する。 

５ 甲は著作権法第２０条第２項、第３号又は第４号に該当しない場合におい

ても、その使用のために、成果品等を改変し、また、任意の著作者名で任意に

公表することができるものとする。 

６ 乙は、第１項に基づき甲に著作権を譲渡した著作物に関する著作者人格権

（著作権法第１８条から第２０条までに規定する権利をいう。以下同じ。）を

一切行使しないものとする。 

７ 乙は、第２項に基づき甲に著作権を譲渡した著作物について、当該第三者が

著作者人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。 

８ 前２項の著作者人格権の不行使は、甲が必要と判断する限りにおいて、本契

約終了後も継続するものとする。 

９ 本条における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等に

かかる一切の対価及び経費は契約金額に含まれているものとする。 

10 乙が乙の営業のために成果品等を利用し、又は改変する場合は、書面によ

り甲に届けるものとし、甲は甲の業務に支障のない限りこれを許諾するもの

とする。 

 

（工業所有権） 

第２条 委託業務の履行に関連して甲及び乙が各々単独で特許権、意匠権その

他の工業所有権（以下「工業所有権」という。）を獲得した場合、甲が成果品

等を利用（委託業務の目的に添った本契約終了後の事業への利用を含む。以下

同じ。）するために必要な範囲において甲乙相互に無償で当該工業所有権を使

用できるものとする。ただし、甲及び乙は、もっぱら相手方の発案によるもの



をもって、自ら単独の工業所有権を獲得してはならない。また、甲及び乙は、

特許法第３８条、意匠法第１５条その他関係法規の規定に基づき、発明等に至

る過程が完全に一方に属するもの以外は、すべてその工業所有権を共有とし

なければならない。 

２ 乙が従前より保有し、若しくは第三者から承継又は実施権の設定を受けた

工業所有権を委託業務に適用する場合、乙は当該工業所有権に関する対価を

請求しないものとする。 

３ 乙が前項の工業所有権を第三者に承継させる場合は、甲が成果品等を利用

するために必要な範囲において、甲又は甲の指定する者に当該工業所有権の

対価の請求及び権利侵害の主張をしない旨を保証するものとし、当該第三者

が他の第三者に承継させる場合も同様の保証を行わせるものとする。 

４ 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。 

 

（第三者の権利侵害） 

第３条 甲に引き渡された成果品等の全部又は一部につき、甲が当該成果品等

を自ら利用するにあたり、第三者から著作権、工業所有権等（以下総称して「知

的財産権」という。）を侵害するものであるとして甲に対し何らかの訴え、異

議、請求等（以下総称して「紛争」という。）がなされ、甲から乙へ処理の要

請があった場合、乙は甲に代わって当該第三者との紛争を処理するものとす

る。その際、乙は、当該第三者に対する損害賠償金の支払いを含む紛争処理費

用を負担するものとする。なお、この場合、甲は当該第三者との紛争を乙が処

理するために必要な権限を乙に委任するとともに、必要な協力を乙に行うも

のとする。 

２ 前項において成果品の全部又は一部が第三者の知的財産権を侵害するもの

であると判断される場合、甲乙協議の上、乙は次の各号のいずれかの措置をと

るものとする。 

 一 成果品を侵害のないものに改変すること。 

 二 甲が成果品を利用することが可能となるよう当該第三者の許諾を得るこ

と。 

３ 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。 

 

 

  


